
　平成 20 年 4 月から 5年間、
麻しん（はしか）と風しんの定
期予防接種の対象者が、第1期、
第 2 期に加え、第 3期、第 4 期
に拡大されました。
　母子健康手帳を確認のうえ、
まだ 2 期・3期・4 期の接種を
受けていない人は、今月中に
受けてください。
　予防接種が無料で受けられ
るのは、3月末までです。4 月
以降は約 12,000 円の自己負担
が必要になります。
持参品　予診票、母子健康手
帳
接種料　３月末までは無料
その他　医療機関に前もって
予約してください。
▽平成２０年度の接種対象者
【第 2 期】平成 14 年 4 月 2 日
～平成 15年 4月 1日生まれの
人
【第 3 期】平成 7 年 4 月 2 日～
平成8年4月1日生まれの人　
【第 4 期】平成 2 年 4 月 2 日～
平成 3 年 4 月 1 日生まれの人
問合せ　役場健康福祉課　担
当　小川（電話 72‐0334）

　平成21年4月から平成22年
3 月分の国民年金保険料は、月
額 14,660 円となります。
▽保険料の納付は…
「前納」がお得です　割引制度
があります（払い込みの時期に

より、割引額が異なります）
便利でお得な「口座振替」　1
度の手続きでＯＫ。有利な割
引制度があります。
保険料の免除制度もあります
　所得が少ない、失業などで
保険料の納付が困難なときは、
本人の申請により、「免除」、
「一部免除」、「納付猶予」にな
る制度があります。
問合せ　米子社会保険事務所
（電話 0859‐34‐6111）

　ＮＴＴでは、地球にやさし
い取り組みとして、新しい電
話帳を配達する際に古い電話
帳を回収し、新しい電話帳の
原材料とする『電話帳クローズ
ドループリサイクル』の取り組
みを行っています。
　3月に新しい電話帳を配達
した際、古い電話帳を配達員
に渡してください。
　なお、配達の際に不在の場
合は別途回収しますので、タ
ウンページセンタまでお電話
ください。
電話帳広告料金請求書に注意 
　ＮＴＴグループが発行して
いる電話帳広告料金の請求書
には、ＮＴＴ西日本またはＮ
ＴＴ中国電話帳株式会社の名
称が必ず明記されています。
「タウンページ」「ハローペー
ジ」に掲載されている広告の切
り抜きを貼り付けた金融機関
の振込用紙は、ＮＴＴが発行
している電話帳の広告料金請

求書とは全く関係ありません。
支払う際にはＮＴＴグループ
のマークがついているか必ず
確認ください。
　不審なことがありましたら
お問合せください。
問合せ　タウンページセンタ
（電話 0120‐506‐309）

　独立行政法人平和祈念事業
特別基金では、外地からの引
揚者、恩給などを受けていな
い旧軍人、シベリアなどで強
制抑留された人の「本人」へ、
特別慰労品を贈呈しています。
（遺族は対象になりません）
　引揚者は、終戦の日まで引
き続き１年以上外地で生活し
ていて、戦後引き揚げてきた
家族全員が対象です。
　受付は、3 月 31 日（火）ま
でです。請求書などは、役場
健康福祉課にあります。お早
めに申請ください。
　資格要件など詳しくは、平
和祈念事業特別基金（電話
0120‐234‐933）までお問合せ
ください。

　4 月 1 日（水）から、町役場
および役場黒坂支所の開庁時
間を、次のとおり変更します。
開庁時間（4 月 1 日から）
午前8時30分～午後5時15分

 

地区ごとの詳しい日程などは、
「広報ひのおしらせ版 １月５日号」または

「広報ひの ２月号」をご覧ください

問合せ：役場住民課（電話 72‐0333）
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4月から、し尿汲み取り料金が改定されます。また、
クリーンセンターくぬぎの森へのごみの直接持ち
込みが有料になります。ご協力をお願いします
　 ※町指定の可燃ごみ袋での搬入は無料

問合せ　役場産業振興課　担当　中田
　　　　　　　　　　　　　　(電話72‐2101)

し尿汲み取り料金
改定後（4 月から）改定前

180 円（18 リットル）160 円（18 リットル）

可燃物直接持ち込み料金（事業所・一般家庭）
500 円

10㎏につき 100 円加算

し尿汲み取り料金が改定

定額給付金の給付対象者
　平成 21年 2月 1日に、日野町の住民基本台帳または外国人登録原票に記載され
　ている人
　

定額給付金の給付額
　1 人当たり 12,000 円。ただし、18歳以下（平成 3年 2 月 2日～平成 21 年 2月 1日生ま

　れ）および 65 歳以上（昭和 19年 2月 2日以前生まれ）の人は、1 人当たり 20,000 円
　

定額給付金の申請・受給者
　支給対象者が属する世帯の世帯主（外国人は本人）
 

定額給付金の申請受付
　受付期間：平成 21 年 3 月 6 日（金）から、平成 21 年 3 月 14 日（土）
　受付時間：平日＝午前 8 時 30 分～午後 7 時 30 分（役場と役場黒坂支所で受付）
　　　　　  土・日＝午前 8 時 30 分～午後 5 時（役場のみ受付）
　持  参  品：①申請書、②印かん、③身分証明書、④預貯金通帳
　

定額給付金の問合せ　役場総務課（電話 72‐0331）
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　住民の生活支援と、地域の経済対策のため、「定額給付金」が
支給されます。
　また、子育て家庭には、生活の安心のための「子育て応援特
別手当」が支給されます。
　対象となる皆さんには、事前に申請書をお送りしますので、
役場または役場黒坂支所まで申請書を提出してください。

子育て応援特別手当の支給対象になる子ども
　3 歳以上 18 歳未満（平成 2 年 4月 2日～平成 17 年 4月 1日生まれ）の子どものうち、第
　2子以降にあたる就学前 3学年の子ども（平成 14年 4月 2日～平成 17 年 4月 1日生まれ）

　の子で、平成 21 年 2 月 1 日に、日野町の住民基本台帳　または外国人登録原票
　に記載されている人

子育て応援特別手当の支給対象者
　平成 21年 2 月 1 日に、「支給対象になる子ども」が属する世帯の世帯主
　

子育て応援特別手当の支給額
　支給対象になる子ども 1 人当たり 36,000 円
 

子育て応援特別手当の申請受付
　受付期間：平成 21 年 3 月 6 日（金）から、平成 21 年 3 月 14 日（土）
　受付時間：平日＝午前 8 時 30 分～午後 7 時 30 分（役場と役場黒坂支所で受付）
　　　　　  土・日＝午前 8 時 30 分～午後 5 時（役場のみ受付）
　持  参  品：①申請書、②印かん、③身分証明書、④預貯金通帳
 

子育て応援特別手当の問合せ　役場健康福祉課（電話 72‐0334）



持参するもの

①現在使用している国民健康保険被保険者証

② 学 被保険者証を請求する場合は、在学証明

または学生証の写し

③印かん ( ②に該当する人 )

④７０歳以上の人は「高齢受給者証」

国民健康保険被保険者証の更新を
 

　現在お使いの国民健康保険の被保険者証は、平成 21 年 3 月 31 日で使えなくなります。次の日

程で、必ず更新してください。

  今回の更新から、有効期限が 7 月 31 日に変わりました。

  なお、当日都合の悪い人は、3月 31 日までの下記の日程以外の日に、根雨・日野地区の方は役場

健康福祉課、黒坂・上菅地区の方は役場黒坂支所で更新してください。

問合せ　役場健康福祉課  担当 田貝（電話 72‐0334)

期日 地区 場所 期日 地区 場所
布瀬谷 9: 25 ～ 9: 30 後藤行永さん宅前

下上菅 9: 35 ～ 9: 40 下上菅集会所前

下福長 9: 50 ～ 9: 55 楢原公会堂前

中上菅 10: 05 ～10: 10 上菅駅前

漆原・古川 10: 20 ～10: 25 漆原集会所前

諏訪・荒神原 10: 35 ～10: 40 上上菅集会所前

井の原 10: 50 ～10: 55 井の原集会所前

久住 11: 10 ～11: 15 久住集会所前

畑 13: 40 ～13: 45 畑集会所前

近江 13: 50 ～13: 55 近江集会所前

小河内 14: 00 ～14: 10 小河内集会所前

中菅中央 14: 15 ～14: 20 伊達政子さん宅前

中菅 14: 30 ～14: 35 中菅農構ｾﾝﾀｰ前

下黒坂 14: 50 ～15: 00 下黒坂ふれあい会館前

小原 15: 15 ～15: 20 足羽茂さん宅前

榎市 15: 25 ～15: 30 柴田幸雄さん宅前

小林 15: 35 ～15: 40 奥渡公民館前

別所 15: 45 ～15: 50 別所入口

下本郷 9: 00 ～ 9: 05 下本郷集会所前

上本郷 9: 15 ～ 9: 20 上本郷公会堂前

下榎 1 区 9: 30 ～ 9: 35 下榎 1区農耕センター前

下榎 2 区 9: 40 ～ 9: 55 老人憩の家前

安原 10: 05 ～10: 10 安原作業所前

津地 10: 15 ～10: 20 津地自治会館前

野田 10: 30 ～10: 40 野田みちくさの館前

舟場 10: 50 ～11: 00 舟場ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ前

貝原 11: 05 ～11: 10 貝原農構ｾﾝﾀｰ前

三谷 1 区 11: 15 ～11: 20 景山政之さん宅前

後谷 13: 30 ～13: 35 山川建二さん宅前

金持 13: 40 ～13: 45 金持公民館前

板井原 13: 55 ～14: 00 板井原公民館前

高尾 14: 15 ～14: 20 高尾公会堂前

三栗 14: 35 ～14: 40 三栗農構ｾﾝﾀｰ前

門 14: 45 ～14: 50 松本豊文さん宅前

三土 15: 00 ～15: 05 三土作業場前

舟地 15: 10 ～15: 15 柴田兌子さん宅前

横路 15: 20 ～15: 25 横路集会所前

濁谷 15: 35 ～15: 40 下町集会所前

00

役場健康福祉課

役場黒坂支所

黒坂・上菅地
区全域
(補足)

13: 00 ～ 15:

9: 00 ～ 11:

根雨１～６区、
三谷２区

黒坂 1 ～ 7 区
下菅

00

00

根雨・日野地
区全域
(補足)

13: 00 ～ 15: 00

9: 00 ～ 11:

時間
更新日程

時間

３
月　

日
（
火
）

24

３
月　

日
（
木
）

26

３
月　

日
（
金
）

27



求人情報 ～ハローワーク根雨から～
就業時間賃金 ( 円 )年齢職種所在地求人事業所名

■求人は男女不問です　■すでに求人が取り消されている場合はご了承ください　■上記は町内のみ。他
町の情報は、町図書館または黒坂支所でご覧ください　■求人情報に関するお問い合わせは、ハローワー
ク根雨（米子公共職業安定所根雨出張所）【電話 72-0065】まで

日本最大の「鳥取砂丘」に、世界各国から選ばれた砂の彫刻家が集い、その腕を競う「砂像彫刻
の世界選手権」を開催。美しくきめ細やかな砂は、そのもろさとうらはらに、輝きを放つ奇跡の
芸術を生み出します。世界トップレベルの砂像の展示を中心に、さまざまな催しや、因幡の特産
品、味わい豊かな食など、多彩なメニューを用意して皆さんをお迎えします。

問合せ　2009 鳥取・因幡の祭典実行委員会（電話 0857-27-8001）

開催期間　4月 18日（土）～
5月 31日（日）

　　　          開園時間：午前 9 時～午後 9 時
　　　　　　　　　　　（入場は午後 8時締切）
　

開催場所　鳥取砂丘オアシス広場
　　　          　　　　　　　　（鳥取市福部町）

■入場料金　※小学生未満無料
当日券前売券区　分券　種
1,300 円1,000 円大人

普通入場券
600 円500 円小中学生

　スポーツ安全保険は、アマチュアのスポーツ・文化・ボランティア活動などの団体を対象に、活動中
の事故などを補償する制度で、現在 1,000 万人の加入実績があります。
　加入内容、申し込みなど、詳しくは教育委員会までお問合せください。

■受付：３月２日から　■保険期間：４月１日から１年間

■問合せ：町教育委員会事務局（電話７２‐２１０７）

　　　　　（財）スポーツ安全協会鳥取県支部（県体育協会内、電話０８５７‐２８‐１２８８）

傷害保険（保険金額）  年間掛金
（１人当たり）

対  象  団  体
（団体活動を行う５人以上で加入してください） 通　院

（日額）
入　院

（日額）
後遺障害
（最高）

死　亡

1,500 円4,000 円3,000 万円2,000 万円　　６００円
子どもの団体（中学生以下）
大人の文化・ボランティア・地域活動（１６歳以上）

1,500 円4,000 円3,000 万円2,000 万円　１,６００円大人のスポーツ活動（１６歳以上）

1,000 円1,800 円900 万円600 万円　　８００円６５歳以上のスポーツ活動

1,000 円1,800 円750 万円500 万円　９,０００円危険度の高いスポーツ活動
 共済見舞金…突然死（急性心不全、脳内出血など）
　　　　　　 １８０万円

賠償責任保険（免責金額なし）…身体・財物賠償合算１事故５億円
ただし、身体賠償は１人１億円程度

1000 万人のガンバリサポート　スポーツ安全保険


